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事実の概要

　Ａは、母Ｂとその夫Ｃが婚姻中であった平成
29 年×月×日に出生したが、ＢとＣは、平成 30
年 4月 24日、Ａの親権者をＢと定めて、離婚した。
　Ｘは、平成 28 年頃、Ｂとの間で性交渉を伴う
交際関係にあった。Ｘは、令和元年 10 月 1 日、
Ｃとの間で、Ｘが、Ｂと 5年以上にわたり不貞行
為をしたことを認め、Ｃに対し、不貞行為の慰謝
料及び養育費の不当利得として 500 万円の支払
義務があることを認めることなどを内容とする合
意書（以下「本件合意書」という。）を作成し、同
金額をＣに支払った。
　Ａは、令和 2年 5月 13 日、Ｂを法定代理人と
し、Ｃを相手として、大阪家庭裁判所に対し、Ａ
とＣとの間に親子関係が存在しないことを確認す
ることを求める調停を申し立てた。Ｂは、申立て
の理由として、「ＢとＣは、平成 30 年 4 月に離
婚しており、以前より不仲のため交渉はなく、Ａ
はＸとの間の子であり、Ｃとの間に親子関係はな
い。」などと記載し、ＡとＣとの間に父子関係が
ある確率は 0％である旨の NPO 法人作成の令和
元年 8月 30 日付け DNA鑑定報告書を提出した。
　令和 2年 10 月 14 日、本件調停期日において、
Ａ（出頭者Ｂ）とＣとの間で、上記申立ての理由
記載の事実関係に争いがないことを確認した上、
申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについ
て合意が成立した。
　これを受けて、大阪家庭裁判所は、令和 2年
10 月 19 日、家事事件手続法 277 条に基づき、
ＡとＣとの間に親子関係が存在しないことを確認
する旨の審判（合意に相当する審判）（以下「本件

審判」という。）をした。
　Ｂが委任した弁護士は、同月 29 日頃、Ｘの手
続代理人に対し、今後、Ｘを相手方として、認知
調停の申立てや、養育費の請求をすることを予定
していることなどが記載された事件受任通知書を
送付した。
　これに対して、Ｘは、家事事件手続法 279 条 1
項本文に基づき、本件審判の利害関係人として、
本件審判に対して異議を申し立てた。
　原審（大阪家庭裁判所）は、令和 2年 12 月 21 日、
Ｘは、家事事件手続法 279 条 1 項本文所定の利
害関係人には当たらないとして、当該異議の申立
てを却下する旨の審判をした。Ｘがこれを不服と
して即時抗告をしたのが本件である。
　Ｘは、ＢがＡを懐胎したと考えられる平成 28
年当時、Ｂと性交渉があったことは認めているも
のの、Ｂから、同年 10 月 9 日、Ｃと避妊をする
ことなく性交渉したことや、令和元年 8月頃、Ｂ、
Ｃ及びＡが一緒に沖縄旅行に行ったことを聞いた
ことなどから、ＢとＣが不仲であったという事実
は虚偽であると主張した。

決定の要旨

　原審判取消し。
　「法〔＝家事事件手続法〕279 条 1 項本文の利害
関係人とは、法律上の利害関係を有する者をいう
と解されるが、法 277 条に基づく審判が対世効
を有することを考慮すれば、審判により直接身分
関係に何らかの変動が生ずる者に限られず、当該
審判によって変動する身分関係を前提として、自
らの身分関係に変動を生ずる蓋然性のある者も含
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まれるというべきである。
　これを本件についてみると、……Ｘは、ＢがＡ
を懐胎したと考えられる平成 28 年当時、Ｂと性
交渉をしたこと、……ＣとＢが平成 28 年当時に
性交渉をしたかはひとまず措くとしても、少なく
ともＣとＸ以外に、Ｂが平成 28 年当時性交渉を
した男性がいる事実は認められないこと、しかる
ところ、……ＡとＣとの間に父子関係がある確率
は 0％である旨の鑑定書が存在すること、Ｘは、
Ｃ及びＢの双方から、Ａの実父であるとされ、Ｃ
に慰謝料及び不当利得金を支払う旨の本件合意書
を作成したり、Ｂから認知及び養育費の支払に係
る法的手続を申し立てる旨の予告を受けているこ
とが認められることなどからすると、本件審判が
確定することにより、Ｘは、Ｂから認知請求を受
け、Ａとの親子関係が形成され、さらには、Ｂか
ら養育費の請求を受け、養育費の支払義務が形成
される蓋然性があることが認められる。
　そうすると、Ｘは、本件審判に関し、法律上の
利害関係を有すると認めることが相当である。」

判例の解説

　一　本決定の意義
　家事事件手続法 277 条 1 項は、当事者による
自由な処分を許さない人事訴訟の対象事件（離婚
及び離縁の訴えを除く。）について、①家事調停に
おいて当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を
受けることについて合意が成立していること、②
当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消し
の原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因に
ついて争わないこと、③家庭裁判所が必要な事実
を調査した上で①の合意を正当と認めることを要
件として、家庭裁判所が「合意に相当する審判」
をすることができると定め、審判の形式による事
件処理を認める。この特殊な審判制度は、家事審
判法（以下「旧法」という。）下では、「23 条審判」
の名称で呼び習わされてきたものであり、現在で
は「277 条審判」とも呼ばれる。
　合意に相当する審判は、人事訴訟の代用手続・
簡易手続として機能するものであるが、実務上は
独自の紛争解決手続として位置づけられ、特に認
知及び親子関係不存在確認事件についてこれまで
積極的に活用されてきた。
　合意に相当する審判に対して、当事者及び利害

関係人は、家事事件手続法 279 条 1 項による異
議を申し立てることができる。適法な異議申立て
により、審判は、取り消される又は失効する（家
事 280 条 3 項、4項）。適法な異議申立てがない場
合又は異議申立てを却下する審判が確定した場合
には、審判は、確定判決と同一の効力を有し（家
事 281 条）、当事者だけでなく第三者にもその効
力が及ぶ（対世効）。
　家事事件手続法 279 条 1 項の異議申立権者に
ついて、当事者は審判合意をした者に特定される
のに対して、利害関係人はその範囲が明確ではな
く、どのような者が「利害関係人」として異議申
立てによって審判を失効させることができるのか
が問題となる。合意に相当する審判に対する異議
申立て自体極めて少なく、公表裁判例も僅かなな
かで、家事事件手続法 279 条 1 項にいう「利害
関係人」の範囲が争点とされた本決定は注目され
る。

　二　父子関係の否認と合意に相当する審判
　本件の子Ａは、ＢＣ夫婦の婚姻中に出生してお
り、形式的に民法772条の嫡出推定が及ぶ一方で、
Ｃとの間に血縁上の父子関係はない。民法 772
条による法的父子関係が生物学上の父子関係と一
致しない場合に、法的父子関係を否定する方法と
しては、（α）嫡出否認の訴え、（β）親子関係不
存在確認の訴え、（γ）認知の訴えの 3つの訴訟
類型が考えられる。いずれの方法も、人事訴訟法
の対象事件であり（人訴 2条 2号）、訴訟当事者間
に争いがない場合には、合意に相当する審判の可
能性が開かれている。
　（α）嫡出否認は、嫡出推定の排除手段として
民法が本来予定する制度であり、出訴権者や出訴
期間（民法 777 条）について厳格な制限がある。
　これに対して、判例は、子の懐胎時期に夫婦
が継続的に別居していた場合のように、嫡出推
定の基礎をなす妻による夫の子の懐胎可能性の
ないことが外観的に明らかなときには、子を「推
定の及ばない子」として、嫡出推定を排除する
（外観説）１）。この場合には、（β）親子関係不存
在確認の訴えによりその法的父子関係を争うこと
が可能である（最判平 10・8・31 家月 51 巻 4 号 75
頁など）だけでなく、子が実父を被告とした（γ）
認知の訴えを提起することもできる（最判昭 44・5・
29民集 23巻 6号 1064頁）。人事訴訟において（β）
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親子関係不存在確認の訴え及び（γ）認知の訴え
が争われる場合には、外観説のもと「推定の及ば
ない子」に該当することの立証が要求され、「推
定の及ばない子」に該当しないときには、たとえ
DNA 鑑定により父子関係の不存在が証明された
としても、嫡出推定を排除することはできない（最
判平 26・7・17 民集 68 巻 6号 547 頁）。
　ところが、合意に相当する審判の実務において
は、外観説の立場は必ずしも貫徹されておらず、
むしろ合意説に近い事件処理がされてきた。すな
わち、別居が明白でないなどの事情から、外観説
にしたがうと民法 772 条の嫡出推定を排除する
ことができないケースにおいても、当事者に合意
があり、DNA 鑑定等により父子関係の不存在が
確認できる場合には、合意に相当する審判により、
親子関係不存在の審判がされたのである２）。しか
し、本則である人事訴訟において要求される外観
説の基準を、人事訴訟の代用・簡易手続である合
意に相当する審判において、運用によって潜脱で
きることに対しては批判も強く３）、外観説の維持
を明らかにした前記最判平成 26 年以降の家裁実
務では、審判手続においても別居の時期と状況を
意識的かつ詳細に聴取し、この点に関する資料の
提出を求めるなど、外観説による事件処理を行う
傾向にあることも指摘されている４）。

　三　家事事件手続法 279 条 1 項の「利害関係人」
　　　の範囲
　１　異議申立制度の趣旨
　司法省民事局「家事審判法質疑応答資料」（昭
和 22 年 8 月）によれば、異議申立制度の立法趣
旨は、合意に相当する審判の対象事件が本来は訴
訟事件であり、審判によって訴権を奪うことが不
当であることから、審判に対する異議申立てに
よって審判を当然失効させることにある５）。利害
関係人に異議申立てを認める理由として、学説上
は、利害関係人の訴権の保障６）や、合意に相当
する審判に不服がある利害関係人に「訴訟におけ
る解決の機会を保障する」こと７）、合意に相当す
る審判が対象とする事項が公益にかかわる事項で
あること８）が挙げられる。

　２　学説・判例
　合意に相当する審判に対して異議申立てのでき
る「利害関係人」の範囲について、法律上の利害

関係人をいい、単なる事実上の利害関係を有する
に過ぎない者は含まれないとする見解９）が支配的
である。具体的には、婚姻の無効確認により嫡出
でない子となる者や、認知により相続権を侵害さ
れる父の子などが、利害関係人の例とされる 10）。
　この他に、異議申立制度の趣旨が利害関係人の
訴権の保障にあることを前提として、審判の対象
となる身分関係を訴訟物とする人事訴訟の当事者
適格を有する者とする見解 11）、人事訴訟で当事
者適格を有する者及び調停に参加しなかったが参
加することができた者とする見解 12）、審判の効
力の拡張を受けて、再び審判又は訴えの方法に
よって同一事項を主張することのできるという自
己の権利をこの審判の効力によって阻害される者
とする見解 13）も主張されている。
　合意に相当する審判に対して異議申立てのでき
る利害関係人の範囲が問題となった公表例はこれ
まで 2件あり、いずれも旧法下の事件である。
　浦和家川越支審昭 58・6・27（家月 36 巻 8 号
124 頁）は、嫡出子であることを否認する旨の合
意に相当する審判に対し、審判の理由中で子の実
父と認定された者から異議申立てがされた事案
で、利害関係人の範囲を「その審判の効力によっ
て、再び審判又は訴えの方法によって同一事項を
主張することができる自己の権利を阻害されるも
のをいう」とした上で、審判中で子の実父とされ
る者は、「嫡出子否認調停事件における申立と同
一の事項を主張する権利を有するものでないこと
は明らかである」として、異議申立てを不適法却
下した。
　東京高決平 18・10・13（家月 59 巻 3号 69 頁）は、
子と戸籍上の父との間に親子関係が存在しないこ
とを確認する旨の合意に相当する審判に対し、子
の実父とされる者から異議申立てがなされた事案
で、利害関係人の範囲を、「法律上の利害関係を
有する者をいうが、これは、当該審判により直接
身分関係に何らかの変動が生ずる者に限られず、
当該審判を前提に一定の身分関係の変動が生じる
蓋然性が現実化している者もこれに含まれる」と
して、子の母から認知や養育費の支払いを求めら
れている異議申立人が、審判につき法律上の利害
関係を有することを認めた。
　2件の公表例はいずれも生物学上の父と考えら
れる者による異議の申立てであるが、浦和家川越
支審昭和 58 年では、異議申立人の訴権の保障の
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観点から、生物学上の父が嫡出否認調停における
当事者性を有しないことが、東京高決平成 18 年
では、審判の効力を前提とした身分関係の変動を
生じる蓋然性が現実化していることが、それぞれ
重視されている。

　３　本決定の位置づけ
　本決定は、旧法下における東京高決平成 18 年
の立場を家事事件手続法においても踏襲するもの
といえる。本決定及び東京高決平成 18 年は、い
ずれも利害関係の範囲を「法律上の利害関係を有
する者」とすることから出発しており、審判にお
いて生物学上の父として認定されたことを超え
て、身分関係の変動を生ずる蓋然性のある者にま
で、「法律上の利害関係を有する者」の範囲を拡
張する。本決定及び東京高決平成 18年の射程は、
法的父子関係の不存在を前提として、認知や養育
費が現に請求されている、又はそれらが実際に予
告されているケースに限定され、審判において単
に生物学上の父と認定された者には及ばないと解
される。
　このような利害関係人の範囲拡張はいかなる根
拠から正当化できるだろうか。本決定においては、
合意に相当する審判の対世効が理由の 1つに挙
げられる。しかし、合意に相当する審判において
外観説が貫徹されているとはいえない現状のもと
では、異議申立権者の範囲をさらに広く認めて、
審判を失効させる機会を与えるべきとも考えられ
る。
　これまで本制度の制度趣旨とされてきた訴権や
手続保障から、異議申立権者の範囲を画すること
にも疑問がある。そもそも非公開の審判手続につ
いて審判告知を直接受けない限り、当該審判に係
る身分関係の当事者以外の者が審判に対して、2
週間の不変期間内に異議を申し立てること自体不
可能である 14）。他方で、本件のような事例では、
生物学上の父（とされる者）が積極的に不実の法
的父子関係の否認を求めているのではなく、法的
な固定化を通じて、自らの子に対する責任を積極
的に回避するために制度を利用するという側面が
強い。そのような者に対して、どこまで訴権を保
障すべきか 15）。異議申立権限の濫用的行使に対
して制限を加えることができるのかも問題となろ
う。

●――注
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